
第109期　貸借対照表・損益計算書　 東京都千代田区神田駿河台二丁目３番地

日新火災海上保険株式会社
取締役社長　 村 島 雅 人

（単位：百万円）

金　　額 金　　額

29,586 295,636

13 47,694

29,572 247,941

324,135 16,824

135,871 348

13,525 5,792

97,968 224

46,591 1,606

26,577 239

3,600 4

317 1,992

317 6,532

28,770 42

18,791 3

9,241 34

4 2

733 1,982

91 609

91 1,374

24,961 1,374

19 316,427

5,789

221 20,389

6,383 15,518

597 12,620

3,578 2,898

688 33,708

1,143 7,769

1,725 25,938

4,730 （ 特 別 準 備 金 ） （ 8,840 ）

83 （不動産圧縮積立金） （ 1,790 ）

1,543 （繰越利益剰余金） （ 15,308 ）

12,398 69,616

△ 115 35,646

35,646

105,263

421,690 421,690

貸 倒 引 当 金 その他有価証券評価差額金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

地 震 保 険 預 託 金 そ の 他 利 益 剰 余 金

仮 払 金

金 融 派 生 商 品

純資産の部　合計

資産の部　合計 負債及び純資産の部　合計

前 払 年 金 費 用

繰 延 税 金 資 産 株 主 資 本 合 計

未 収 金 そ の 他 資 本 剰 余 金

未 収 収 益 利 益 剰 余 金

預 託 金 利 益 準 備 金

共 同 保 険 貸 資 本 金

再 保 険 貸 資 本 剰 余 金

外 国 再 保 険 貸 資 本 準 備 金

そ の 他 資 産 価 格 変 動 準 備 金

未 収 保 険 料 負債の部　合計

代 理 店 貸 （純資産の部）

その他の有形固定資産 退 職 給 付 引 当 金

無 形 固 定 資 産 賞 与 引 当 金

その他の無形固定資産 特 別 法 上 の 準 備 金

土 地 リ ー ス 債 務

建 物 資 産 除 去 債 務

リ ー ス 資 産 そ の 他 の 負 債

貸 付 金 未 払 金

保 険 約 款 貸 付 仮 受 金

有 形 固 定 資 産 金 融 派 生 商 品

株 式 未 払 法 人 税 等

外 国 証 券 預 り 金

そ の 他 の 証 券 前 受 収 益

国 債 共 同 保 険 借

地 方 債 再 保 険 借

社 債 外 国 再 保 険 借

現 金 支 払 備 金

預 貯 金 責 任 準 備 金

有 価 証 券 そ の 他 負 債

2016年6月23日

科　　　目 科　　　目

（資産の部） （負債の部）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

2015年度  （ 2016年3月31日現在 ）  貸借対照表 



 

［注記事項］ 

［貸借対照表］ 

 

１．有価証券の評価基準および評価方法は次のとおりとしています。 

（１）満期保有目的の債券の評価は、移動平均法に基づく償却原価法（定額法）によっています。 

（２）子会社株式の評価は、移動平均法に基づく原価法によっています。 

（３）その他有価証券のうち時価のあるものの評価は、期末日の市場価格等に基づく時価法によっ

ています。 

なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平均法に基

づいています。 

（４）その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものの評価は、移動平

均法に基づく原価法によっています。 

 

２．デリバティブ取引の評価は、時価法によっています。 

 

３．有形固定資産の減価償却は次のとおりとしています。 

（１）リース資産以外の有形固定資産 

定率法により行っています。 

ただし、1998 年４月１日以後に取得した建物（建物付属設備等を除く）については、定額

法により行っています。 

（２）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リースに係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により行っています。 

 

４．外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算は外貨建取引等会計処理基準に基づき行っています。 

 

５．貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準および償却・引当基

準に基づき、次のとおり計上しています。 

破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生し

ている債務者に対する債権および実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権について

は、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収が可能と認められる額等を控除し、

その残額を計上しています。 

今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額か

ら担保の処分可能見込額および保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のう

ち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債

権額に乗じた額を計上しています。 

また、すべての債権は資産の自己査定基準に基づき、各資産の主管部および審査所管部が資産

査定を実施し、当該部署から独立した内部監査部が査定結果を監査しており、その査定結果に



 

基づいて上記の計上を行っています。 

 

 ６．退職給付引当金は、従業員の退職給付に充てるため、当期末における退職給付債務および年金資

産の見込額に基づいて、当期末に発生していると認められる額を計上しています。 

   退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっています。 

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12 年）

による定額法により費用処理しています。 

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12

年）による定額法により、翌期から費用処理しています。 

 

７．賞与引当金は、従業員賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しています。 

 

８．価格変動準備金は、株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第 115 条の規定に基づ

き計上しています。 

 

９．消費税等の会計処理は税抜方式によっています。ただし、損害調査費、営業費及び一般管理費等

の費用は税込方式によっています。なお、資産に係る控除対象外消費税等は仮払金に計上し、

５年間で均等償却を行っています。 

 

１０. 金融商品の状況に関する事項および金融商品の時価等に関する事項については次のとおりです。 

（１）金融商品の状況に関する事項 

当社は、保険料として収受した資金等の運用を行っています。運用する資産は、長期火災

保険や積立保険等の複数年にわたる保険契約に対応する負債対応資産とそれ以外に区分し

て管理しています。 

負債対応資産については、将来、保険金や満期返戻金等を確実にお支払いするために、保

険負債とのバランスを考え、資産・負債総合管理（ＡＬＭ）を行っています。ＡＬＭにお

いては、保険負債が抱える金利リスクを適切にコントロールしつつ、高格付債券を中心と

して一定の信用リスクをとる運用を行い、安定的な剰余の価値（運用資産価値－保険負債

価値）の拡大を目指しています。 

負債対応資産以外については、保険金のお支払いに備える流動性の維持も考慮しつつ、安

定的な収益の獲得に向けて、投資対象の分散や資産運用の効率性の向上等に取り組んでい

ます。投資にあたっては、投資対象ごとのリスク・リターン特性のバランスを考慮し、債

券、株式等への分散投資を行っています。また、保有する資産に係るリスクの軽減や、一

定のリスクの範囲内での収益獲得を目的として、為替予約取引やデリバティブ取引も活用

しています。 

こうした取り組みによって、短期的な収益のブレを抑えながら運用収益を安定的に拡大さ

せ、中長期的な純資産価値の拡大および財務基盤の健全性の維持につなげることを目指し

ています。 



 

 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

2016 年３月 31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のと

おりです。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれていません（（注

２）参照）。 

 （単位：百万円） 

  
貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

①現金及び預貯金   29,586     29,586     -   

②有価証券                

  
満期保有目的の債券 

その他有価証券 
  

1,212 

319,113 
    

1,511 

319,113 
    

298 

- 
  

資産計       349,911     350,210     298   

③デリバティブ取引(*)                

  ヘッジ会計が適用されていないもの  41   41    -   

デリバティブ取引計   41   41     -   

（*）その他資産およびその他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示して 

います。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

①現金及び預貯金 

預金は短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していると考えられること

から、当該帳簿価額としています。 

 

②有価証券  

有価証券のうち、株式は取引所の価格によっており、債券は店頭取引による価格

または取引金融機関から提示された価格等としています。また、投資信託につい

ては、公表されている基準価格等としています。 

  

③デリバティブ取引 

為替予約取引の時価の算定方法は先物為替相場によっています。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は、次のとおりです。 

 

非上場株式および非上場株式中心に資産が構成されている組合出資金等（貸借対照

表計上額 3,810 百万円）は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見

積もることができないことから、時価を把握することが極めて困難と認められるた

め、時価開示の対象とはしていません。 

 

なお、貸付金（貸借対照表計上額 317 百万円）は全額約款貸付です。約款貸付は保



 

険契約に基づいた融資制度で、解約返戻金の範囲内で返済期限を定めずに実行して

おり、将来キャッシュ・フローを見積もることができないことから、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるため、時価の開示対象とはしていません。 

   

１１．貸付金のうち、破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額および貸付条件緩和債権額は

ありません。 

（１）破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由に

より元本または利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなか

った貸付金（貸倒償却を行った部分を除く。以下｢未収利息不計上貸付金｣という。）のうち、

法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第１項第３号イからホまで（貸倒引当金

勘定への繰入限度額）に掲げる事由または同項第４号に規定する事由が生じている貸付金で

す。 

（２）延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または

支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金です。 

（３）３カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延して

いる貸付金で、破綻先債権および延滞債権に該当しないものです。 

（４）貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸

付金で、破綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞債権に該当しないものです。 

 

１２．有形固定資産の減価償却累計額は 22,636 百万円、圧縮記帳額は 4,969 百万円です。 

 

１３．関係会社に対する金銭債権総額は１百万円、金銭債務総額は 447 百万円です。 

 

１４．取締役および監査役に対する金銭債務の総額は 10 百万円です。 

 

１５．繰延税金資産の総額は 28,210 百万円、繰延税金負債の総額は 14,089 百万円です。また、評価性

引当額として繰延税金資産から控除した額は 1,721 百万円です。 

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、責任準備金 20,552 百万円、退職給付引当金 2,659

百万円、有価証券評価損 1,536 百万円、支払備金 1,378 百万円およびソフトウェア 1,033 百万

円です。 

繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、その他有価証券に係る評価差額金 12,825 百万円で

す。 

 

１６. 法人税の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正は次のとおりです。 

   「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 28年法律第 15 号）が 2016 年３月 29日に国会で成

立し、2016 年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げが行われることとなりま

した。 

これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の 28.9％



 

から、2016 年４月１日に開始する事業年度および 2017 年４月１日に開始する事業年度に解消が

見込まれる一時差異等については 28.2％に、2018 年４月１日に開始する事業年度以降に解消が

見込まれる一時差異等については 28.0％となります。 

この税率変更により、繰延税金資産（繰延税金負債を控除した金額）は 399 百万円、責任準備金

は 132 百万円減少し、法人税等調整額は 812 百万円増加し、当期純利益は 679 百万円減少してい

ます。 

 

１７．関係会社株式の額は 43百万円です。 

 

１８．支払備金の内訳は次のとおりです。 

支払備金（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） 43,298 百万円 

同上に係る出再支払備金 1,547 百万円 

  差 引 (イ) 41,750 百万円 

地震保険および自動車損害賠償責任保険に係る支払備金（ロ） 5,944 百万円 

  計  (イ+ロ) 47,694 百万円 

 

１９．責任準備金の内訳は次のとおりです。 

普通責任準備金（出再責任準備金控除前） 126,056 百万円 

同上に係る出再責任準備金 5,356 百万円 

差 引 （イ） 120,700 百万円 

その他の責任準備金 (ロ) 127,240 百万円 

計  (イ+ロ) 247,941 百万円 

 

２０．１株当たりの純資産額は 500 円 49 銭です。 

算定上の基礎である純資産額は 105,263 百万円、このうち普通株式に帰属しないものはありませ

ん。また、普通株式の当期末発行済株式数は 210,320 千株です。 

 

２１．退職給付に関する事項は次のとおりです。 

（１）退職給付債務およびその内訳 

イ．退職給付債務 △21,519 百万円 

ロ．年金資産 10,522 百万円 

ハ．退職給付信託 6,682 百万円 

ニ．未積立退職給付債務（イ＋ロ＋ハ） △4,315 百万円 

ホ．未認識数理計算上の差異 3,855 百万円 

ヘ．未認識過去勤務費用 21 百万円 

ト．貸借対照表計上額の純額（ニ＋ホ＋ヘ） △438 百万円 

チ．前払年金費用 1,543 百万円 

リ．退職給付引当金（ト－チ） △1,982 百万円 



 

 

（２）退職給付債務等の計算基礎 

退職給付見込額の期間配分方法 給付算定式基準 

割引率  0.0％ 

長期期待運用収益率 1.65％ 

過去勤務費用の額の処理年数 12 年 

数理計算上の差異の処理年数 12 年 

 

（３）退職一時金制度、確定給付企業年金制度および自社年金制度に基づく退職給付引当金の当期

末残高（年金資産のうち、退職給付信託に係る退職給付引当金に相当する金額を含む。）の

内訳は、次のとおりです。 

 退職一時金 確定給付企業

年金 

自社年金 合 計 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

退職給付引当金 

（年金資産控除前） 

 

△3,626 

 

1,001 

 

△5,380 

 

△8,006 

退職給付信託の年金資産 1,644 79 5,843 7,568 

退職給付引当金（純額） △1,982 － － △1,982 

前払年金費用（純額） － 1,080 462 1,543 

 

２２．上記における子会社および関係会社の定義は、会社計算規則第２条に基づいています。 

 

２３．重要な後発事象に関する事項は次のとおりです。 

当期末日後に、翌期以降の財産または損益に重要な影響を及ぼす事象は生じていません。 

 

２４．ストック・オプションに関する事項は次のとおりです。 

（１）ストック･オプションに係る当期における費用計上額および科目名 

営業費及び一般管理費 96 百万円 

（２）当期に付与したストック・オプションの内容 

当社の親会社である東京海上ホールディングス株式会社より、当社の取締役および執行役員

に対して株式報酬型ストック･オプションが付与されており、当社は自社負担額のうち当期

末までに発生した額を報酬費用として計上しています。 

 

２５．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。 

 

 



 2015年 4月　1日から
 2016年 3月 31日まで

（単位：百万円）

金　　額

152,255

148,811

138,671

2,302

2,115
1,256

4,437

29

3,141

4,787

363

80

25

△ 2,115

301

142,539

117,938

75,731

9,747

22,251

10,093

18

4

92

960

191

590

1

149

26

23,552

87

87

9,715

501

215

286

286

225

116

108
9,991
3,194

649

3,844

6,147当 期 純 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益
法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

価 格 変 動 準 備 金

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損

減 損 損 失

そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益

特 別 法 上 の 準 備 金 戻 入 額

為 替 差 損

そ の 他 運 用 費 用

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用

為 替 差 損

そ の 他 保 険 引 受 費 用

資 産 運 用 費 用

有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 評 価 損

有 価 証 券 償 還 損

損 害 調 査 費

諸 手 数 料 及 び 集 金 費

満 期 返 戻 金

契 約 者 配 当 金

そ の 他 運 用 収 益

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

保 険 引 受 費 用

正 味 支 払 保 険 金

資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 収 入

有 価 証 券 売 却 益

金 融 派 生 商 品 収 益

収 入 積 立 保 険 料

積 立 保 険 料 等 運 用 益
支 払 備 金 戻 入 額

責 任 準 備 金 戻 入 額

そ の 他 保 険 引 受 収 益
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経 常 収 益

保 険 引 受 収 益

正 味 収 入 保 険 料



 

［注記事項］ 

［損益計算書］ 

 

１．関係会社との取引による収益総額は 115 百万円、費用総額は 3,062 百万円です。 

 

２．（１）正味収入保険料の内訳は次のとおりです。 

収入保険料 167,128 百万円 

支払再保険料 28,457 百万円 

差 引 138,671 百万円 

 

（２）正味支払保険金の内訳は次のとおりです。 

支払保険金  95,871 百万円 

回収再保険金 20,140 百万円 

差 引 75,731 百万円 

 

（３）諸手数料及び集金費の内訳は次のとおりです。 

支払諸手数料及び集金費 24,776 百万円 

出再保険手数料 2,524 百万円 

差 引 22,251 百万円 

 

（４）支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の内訳は次のとおりです。 

支払備金繰入額（出再支払備金控除前、 

（ロ）に掲げる保険を除く） △1,923 百万円 

同上に係る出再支払備金繰入額 △796 百万円 

差 引 (イ) △1,127 百万円 

地震保険および自動車損害賠償責任保険に 

係る支払備金繰入額（ロ） △129 百万円 

計 (イ+ロ) △1,256 百万円 

 

（５）責任準備金繰入額（△は責任準備金戻入額）の内訳は次のとおりです。 

普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前） △53百万円 

同上に係る出再責任準備金繰入額 978 百万円 

差 引（イ） △1,032 百万円 

その他の責任準備金繰入額 (ロ) △3,405 百万円 

計 (イ+ロ) △4,437 百万円 



 

（６）利息及び配当金収入の内訳は次のとおりです。 

預貯金利息 2 百万円 

有価証券利息・配当金 4,515 百万円 

貸付金利息 17 百万円 

不動産賃貸料 207 百万円 

その他利息・配当金 45 百万円 

計 4,787 百万円 

 

３．金融派生商品収益中の評価損益は 21 百万円の益です。 

 

４．１株当たりの当期純利益金額は29円22銭です。算定上の基礎である当期純利益は6,147百万円、

このうち普通株式に帰属しないものはありません。また、普通株式の期中平均株式数は 210,320

千株です。 

潜在株式調整後１株当たりの当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してい

ません。 

 

５．損害調査費、営業費及び一般管理費に計上した退職給付費用は 839 百万円であり、その内訳は次

のとおりです。 

勤務費用 849 百万円 

利息費用 105 百万円 

期待運用収益 △171 百万円 

数理計算上の差異の費用処理額 64 百万円 

過去勤務費用の費用処理額 △8百万円 

計                                        839 百万円 

 

６．当期における法定実効税率は 28.9％、税効果会計適用後の法人税等の負担率は 38.5％であり、

この差異の主要な内訳は税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 7.7％、評価性引当額

1.6％です。 

 

７．当期において、以下の資産について減損損失を計上しています。 

（単位：百万円） 

用途 種類 場所等 
減損損失 

建物 合計 

解体予定不動産 建物 北海道札幌市に所有するビル 108 108 

保険事業等の用に供している不動産については、保険事業等全体で１つの資産グループとし、賃

貸用不動産等、遊休不動産等および売却予定不動産等については、主たる用途に基づき個別の物

件毎にグルーピングしています。 

当該資産は建物の取り壊しを決定したことから、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上しています。 

なお、当該資産の回収可能価額は使用価値としています。 



 

 

８．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 


